
１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置

１．１ 教育に関する事項

（１）入学者の確保

①-1 Ⅰ．県内のさまざまな地域において学校説明会を実施する。また、高専機構が主催する高専FES
には東京会場へ参加し、高専や本校のPRを行う。
Ⅱ．改修したホームページの運用を開始しており、引き続き入学希望者向けのコンテンツの充実
化を図る。近隣市町村の小中学校および教育委員会とクラブ活動や放課後子ども教室、出前授
業を通して高専の魅力を発信する。講師は高専学生が講師役を務める機会を増やし、児童、生
徒、教諭、保護者に高専生を直接見てもらう機会を増やす。
Ⅲ．県内外の中学生および保護者から、本校のグローバルに関する取組みについての問い合わ
せなど、興味・関心が高まっている。これらの問い合わせやニーズに的確に答えられるように、本
校ウェブサイトの内容充実および更新を進め、情報発信をしっかりと行う。　現在本校グローバル
教育センターでは、オンキャンパス（留学生交流イベントや海外からの短期留学生受け入れとそれ
に伴う国際交流プログラム、地域の国際交流イベント参加等）およびオフキャンパス（海外の交流
協定を結んでいる大学等教育機関や語学学校、および現地企業やプラント等海外派遣、トビタテ
をはじめとする海外留学）それぞれのさまざまな活動に関する企画立案、および学生の参加や取
り組みのサポート指導、各プログラムの実施を進めている。入学者のニーズも含め国内外の動向
も視野に入れながら、上記の活動内容の充実および情報発信にしっかりと取り組む。

①-2 県内のさまざまな地域において学校説明会を実施し本校のPR、入試制度の説明を行う。また、１
日体験入学を実施し、各専門の教育設備を活かした授業や実験を中学生に体験してもらう。

①-3 地元の教育委員会と連携し、プログラミング教育や学童での科学体験など、小中学校・小中学生
を対象とした高専学生が講師を務める早期STEAM教育の取組みを実施し、高専の魅力を発信
する。

②-1 高専GCONの事務局と茨城高専のパイプ役として、エントリーの促進やエントリーチームのサ
ポートを行う。

②-2 Ⅰ．留学生の受け入れを積極的に行い、国際性豊かなキャンパス作りを目指す。これによって、オ
ンキャンパスでのさまざまな活動を企画実施し、学生達のグローバルマインド涵養に取り組む。
さらに、在籍する留学生を母国以外の海外研修にも積極的に参加させ、多国籍でより国際的な
感覚を養えるような教育に取り組む。
Ⅱ．改修したホームページの運用を開始しており、引き続き英語版ホームページの作成を広報戦
略室は広報的立場からグローバル教育センターと協力する。

③-1 最寄り地等受験には引き続き参画する。
複数校志望受験制度、講座等の受講証明等を活用した入学者選抜は今のところ予定していない
が他高専の状況を注視していく。

③-2 障害がある学生への配慮について、これまでの例をHPへ掲載する。

　独立行政法人国立高等専門学校機構の第5期中期計画及び令和6年度年度計画に基づき、本校の令和6年度
（2024年度）の業務運営に関する計画を次のように定める。

茨城工業高等専門学校　令和６年度（2024年度）　年度計画



（２）教育課程の編成等

①‐1-1 Ⅰ．学科再編、専攻科の充実等、検討を進める。必要があれば機構本部へ相談する。
Ⅱ．専攻科の充実を図るため、特例適用専攻科における特別研究Ⅱを指導可能な教員の追加申
請を大学改革支援・学位授与機構に提出する。
Ⅲ．海外インターンシップや海外語学研修の内容充実をはかる。そのために必要な海外教育機関
との協定や、海外企業との連携などをすすめ、社会ニーズを踏まえた高度なエンジニア育成実現
に向けて、より国際的な業務の企画・立案・実施を進めていく。現在すでに協定を結んでいる、フ
ランス、韓国、インドネシアとの各教育機関とも連携し、相互の海外研修を進めているが、これら
に加え包括協定先であるシンガポールやマレーシアの教育機関とも、交流事業プログラムを進め
ている。そこに現地企業（日本企業含む）とのインターンシップなどのプロジェクトも導入すること
により、より実践的なエンジニア育成を目指す。　アントレプレナーシップに関連しては、トビタテ
の申請の促しとともに申請時にむけての啓蒙や指導サポートを行うと共に、海外でのディベート
やプレゼンテーション、および企業訪問等のプログラムへの参加呼びかけをしっかりと行う。

①‐1-2 Ⅰ．地域企業との連携教育プログラムである課題解決型インターンシップ（MIPPEプラス）を実
施する。
Ⅱ．専攻科特別実験において、地域企業からテーマを頂き「地域相互誘起型課題解決実践教育プ
ログラム"iR-MIPPE：Ibaraki Regional Mutually Inductive Problem-solving
Practical Education Program"」の実施を継続する。その中で、専攻科生の課題解決能力
を更に養うため、地域で活動している方々を講師に招き講習会を実施する。
Ⅲ．学生の海外派遣（海外インターンシップ、交流イベント等）を通して、海外の動向を意識しなが
ら、将来のビジョンを描くことができるように、研修プログラムの計画・開発を現地の教育機関と
連携して企画・実施する。
Ⅳ．本校のアントレプレナーシップ教育となるメディアデザインラボでの様々な取組を支援して、
社会課題解決型教育を支援する。また、近隣小中学校で半導体人材育成に関する要望があれば、
関係する企業や組織のパイプ役となり理工系人材の育成につなげる。
Ⅴ．本校のアントレプレナーシップ教育でメディアデザインラボで取組の一つであるMIPPEプラ
スをキャリア支援室と協力して企画する。（キャリア支援室と地域連携センター）

①-2 茨城大学との連携による「定期学術講演会」を実施し、本校の学生及び教員の最新技術への関心
を高め、教育・研究の高度化を図る。

②-1 Ⅰ．海外の教育機関との交流協定において、単位認定制度の整備や単位互換協定の要素に関す
る内容を整え、相互に学生が行き来しながら単位も取得でき、将来的には卒業後の編入学も見
据えた環境整備を目指す。海外留学や海外インターンシップ、学生交流を推進し、学生のグローバ
ルマインド活性化を促せるような環境作りを行う。アントレプレナーシップ関連では、海外での企
業の取り組みとともに現地でのニーズを反映した技術動向を学ぶことを通して、技術分野のひろ
がりなどを体系的に実感できるような研修内容（オンキャンパス、オフキャンパスいずれも）を企
画実施する。

②-2 オンライン英会話やＴＯＥＩＣなどの英語の試験の受験など、外国語学習の励行と指導サポートに
も力を入れ、海外でも実践的にコミュニケーションができるように、オンキャンパスでの学習活動
働きかけを強化する。
海外研修に参加した学生の報告会やアドバイスを通じて、後に続く学生の意識改革を促す。ま
た、海外からの短期留学生など海外からの訪問者と交流できる場をより多くもうけることによ
り、オンキャンパスで多くの学生に興味関心を持ってもらえるような環境作りを目指す。
地元の自治体の国際交流の部署との協働を深めることにより、地域在住の外国人や近隣の大学
（茨城大、筑波大など）の留学生との交流を行い、日本国内でも国際感覚を高めることができる
ように、さまざまなアクティビティを企画実施していく。

③-1 各種の競技大会やコンテスト等への参加については、関係する顧問教員や委員会と意思疎通を
図り、学生に対して参加を積極的に促していく。また、高専ロボコンや高専プロコン等各種コンテ
ストに出場するチームに対しては、可能な限り予算面で支援を行う。さらに、高専ロボコン等への
参加のために必要となる交通費や宿泊費について、後援会組織と十分に連携を図ることで支援
していく。



③-2 Ⅰ．ボランティア活動は社会貢献として単位化しており、学生のボランティア活動を継続して支援
する。
Ⅱ．学生のボランティア活動について、顕著なものについては学生表彰規則による表彰を行うこ
とで、ボランティア活動を奨励する。
Ⅲ．海外ボランティアも視野に入れ、現地の地域問題(環境や貧困等)などについても見学・訪問
してそれについて討議するようなアクティビティを企画・実施する。

③-3 今年度は、グローバルキャンプの実施にむけて海外の教育機関との連携に合わせ、第２ブロック
内の学生（日本人および留学生）への参加促しを行いながら企画・実施を進める。グローバルキャ
ンプ等の技術・文化・国際等多角的な国際交流プログラムを通じて、学生のグローバルマインドの
涵養とグローバルエンジニア育成をめざす。

（３）多様かつ優れた教員の確保

①  Ⅰ．コミュニケーション能力が高く、社会性豊かで優れた教員を確保するため、採用面接等の評
価に工夫を行う。また、専門科目担当教員の応募資格を博士の学位を有するものを原則として
公募を行う。

②-1 Ⅰ．クロスアポイントメント制度の案内を行い積極的な導入を推進する。

②-2 民間で活躍する人材の積極的な活用を推進する。

③ 出産・育児・介護の支援制度や同居支援プログラム、女性研究者支援プログラムについて周知徹
底を図り、制度の利用を促進する。

④ Ⅰ．教員公募をする際に、外国人を日本人と区別なく採用できるように公募書類を工夫する。
Ⅱ．第5期中期計画（グローバルエンジニア育成）における取り組みとして、外国人教員の積極的
な採用を行う。採用された外国人教員が本校でのグローバル関連科目を担当することにより、国
際的な感覚のもとで学生が学べるような環境作りを目指す。

⑤ 国立高等専門学校・両技術科学大学間の教員人事交流を推奨する。また、人事交流終了後も交流
が可能な事項について継続的に交流を続ける。

⑥ Ⅰ．教員の学生指導や教育・研究活動の向上を図るためのFD講習会等を実施する。さらに、専門
機関や他の教育機関が実施するFDセミナー等については教員に周知し、参加を推進する。
Ⅱ．学生の海外研修や関連の国際的なプログラム実施に際し、引率や指導に関わる教職員は、現
地での教職員との意見交換や現地視察などを通じて国際的な見聞を深め、自己のＦＤ／ＳＤにつ
なげられるよう、プログラム内容のアップグレードを行う。

⑦ 学習指導法等の工夫・改善の報告について、自己点検・評価委員会にて精査し、表彰候補者とし
て推薦し、表彰する。

（４）教育の質の向上及び改善
① 高専間の単位互換制度については教員（授業提供側）および学生（受講側）へ案内する。カリキュ

ラムについては改訂版MCCを意識した見直しを随時進めていく。

② 今年度に受審する国立高専教育国際標準(KIS)評価に向けて準備を進める。また、令和8年度受
審予定の高専認証評価に向けて、答案保存状況等の確認、徹底を図る。

③-1 Ⅰ．本科生の夏季休暇中の課題解決型インターンシップ（MIPPEプラス）を実施する。
また、メディアデザインラボで取り組む高専STEAM教育において、企業や自治体、教育機関等
との連携を支援する。
Ⅱ．専攻科特別実験において、地域企業からテーマを頂き「地域相互誘起型課題解決実践教育プ
ログラム"iR-MIPPE：Ibaraki Regional Mutually Inductive Problem-solving
Practical Education Program"」の実施を継続し、課題解決型学習(PBL)を推進する。



③-2 課題解決型インターンシップを本科生は夏季休暇中の集中講義（MIPPEプラス）として、専攻科
では特別実験（MIPPE）において実施する。また、メディアデザインラボでのMIPPEやMIPPE
プラス等の早期STEAM教育や高専STEAM教育の取組の成果を取りまとめ、事例として周知
する。

④ 長岡技科大との人材交流活動や豊橋技科大との連携共同研究等の取組に加え、新たな教員の研
修、国立高等専門学校と技術科学大学との間の連携教育、共同研究、人事交流等があれば積極
的に推進する。

（５）学生支援・生活支援等
① Ⅰ．入学手続時提出の学生健康管理調査書で障害・精神面での不安（精神科等受診、通院）等を

申告した保護者（希望者）とカウンセラーの面談を実施、面談結果を踏まえ、支援の必要の有無、
支援チームの立ち上げ等についてソーシャルワーカーも交えて検討、個に応じた対応を行う。
Ⅱ．教職員向けの研修会等を実施する。
１）教職員に対し、学生の自殺予防に関する研修会を実施する。２）教職員に対し、神経発達症等
に関する研修会を実施する。
Ⅲ．「こころと体の健康調査（自殺予防のためのチェックリスト）」アンケートを実施、結果をもとに
カウンセリングなどの個別対応を行う。
Ⅳ．メンタルヘルスに関するカウンセリング等を実施し、必要な対応を行う。
１）１年生対象に自己理解シートへの記入をしてもらい、学生への助言に役立てる。２）１年生に対
するDV予防に関する講演会、３年生に対するメンタルヘルス講習会を実施する。３）留学生対象
にメンタルヘルス相談の案内を行い、希望者にカウンセラー面談を実施する。必要に応じてソー
シャルワーカーも加わり、関係部署との情報共有や外部機関等との連携を図る。４）学寮指導員
（希望者）に対してカウンセラー面談を行う。
Ⅴ．担当教職員が外部研究会等に参加し、メンタルヘルス・神経発達症等に対する支援体制の充
実を図るとともに、他の教職員向けに研修会等への参加を呼び掛ける。

② 校内各所の掲示板及びホームページを利用し、学生及び保護者に対して日本学生支援機構の奨
学金制度を始めとして、各種奨学金制度についての情報をもれなく提供する。また、自治体、産
業界等からの奨学金についても同様に周知を図り、必要があれば学生の個別対応を行うことな
どによって、奨学金制度を有効に活用してもらえるよう十分な情報提供を図る。

③ Ⅰ．キャリア支援室および関連部署の連携の下、入学から卒業に至るまでの体系的なキャリア教
育を実施する。企業研究会や大学等説明会などの各種キャリアイベントの実施、就職・進学情報
の収集・提供、学生からのキャリアに関する相談の対応、などにより、キャリア支援の充実を図る。
Ⅱ．卒業生・修了生を対象に「キャリア教育・キャリア支援に関するアンケート」を実施する。
Ⅲ．本校同窓生を含む高専卒業生等の協力を仰ぎ、就職、進学に繋がるキャリア支援に取り組
む。

１．２ 社会連携に関する事項
① 教員の研究分野や共同研究・受託研究の成果等をまとめる茨城高専研究シーズ集を刷新するた

め、教員シーズを入力するフォーマットを作成し、ホームページで公開し、キーワードで検索する
機能の実装を検討する。.この検討では、広報戦略室に協力を仰ぎ、顕著な研究成果を効果的に
ホームページで周知する方法を議論する。ResearchMapの情報更新を促し、国立高専研究情
報ポータル及び本校ホームページを通じて、全教員の研究成果を広く公開する。

② KRAとコミュニケーションをとり、科研費の申請率や獲得率の向上の活動を検討する。また、産
業界や地方公共団体との新たな共同研究・受託研究の受入れを促進するため、R6年度に企業と
の連携組織の立ち上げをすべく準備する。

③-1 情報発信機能を強化するため、昨年度に引き続き報道機関等との関係構築に取り組むととも
に、積極的に情報発信を行う。高専機構が情報発信先として契約するPR TIMESに掲載するこ
とが相応しいニュースがあれば積極的に利用する。

③-2 Ⅰ．地域連携センターで地域連携の取組や学生活動等の様々な活動情報を整理し、広報戦略室
の協力を得ながらをホームページや報道機関への情報提供等を通じて、社会に発信する。
Ⅱ．報道状況は引き続き広報戦略室より法人本部へ報告する。



④ 地域の教育委員会と連携し、小中学生を対象とした早期STEAM教育を実施し、理工系人材の発
掘と育成を推進する。

１．３ 国際交流等に関する事項
①-1 Ⅰ．本校で企画している海外研修内容には、SDGsをふくめた海外でのフィールドスタディの導

入を計画しており、国際協力に関する部分についてはJICAや現地の関連団体との協働できるプ
ロジェクト実施を目指す。現地のニーズやそこで活かせる技術シーズを、学生と教員ともに取り
組めるような内容として企画する。
Ⅱ．モンゴル、ベトナム、タイなど、アジア諸国での技術・工学教育において、高専の実験・実習お
よび研究も含めた教育スタイルを、現地のニーズや人材育成にマッチする形で導入し、現地の政
府および教育機関との連携を深める。あわせて、現地の日本企業との密接なやりとりを通じて、
卒研の協働や、卒業後のキャリアパスについても充実を図りたい。
Ⅲ．リエゾンオフィスを設置している国および地域においては、学生の海外研修も含め教員の派
遣、海外インターンシップの企画・実施など、積極的な取り組みを進める。
Ⅳ．機構からの企画提案や、他高専とのコラボなど、対外的な業務に対応できるように人材確保
およびその配置を進める。

①-6 現在本校が交流事業を行っている関係先(フランス、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシ
ア、フィリピン)とのそれぞれの活動内容において、グローバルキャンプのような技術面／文化面
での交流プログラムや研修プログラムを実施する。　これらの取り組みを通じて、ＫＯＳＥＮとして
のポテンシャルや実質的な取り組みを広く海外に情報発信する。
在外研究など中長期の教員の海外派遣による現地での研究教育活動を通じて、ＫＯＳＥＮとして
の取り組みの充実とレベルアップを進める。

③-1 今年度(R6)は、ＰＣＳＨＳの交流協定更新があるが、ＡＳＥＡＮおよびオセアニア地域で交流でき
る教育機関の開拓を検討し、可能性のある教育機関がある場合は、相互の意見交換や討議を経
て手続きを進める。
本校は、来年度(R7)以降のタイ高専からの留学生受け入れを想定し、それにともなって必要と
なるインターンシップや卒研の企業との協働プロジェクトなど、受け入れ体制の整備・充実をはか
る。あわせて、タイ高専およびＰＣＳＨＳとの交流事業（研修やグローバルキャンプ等）についても
精力的に取り組み、学生相互の交流と、教職員のＦＤ・ＳＤを念頭においた相互交流を進める。

③-2 オンライン英会話やＴＯＥＩＣなどの英語の試験の受験など、外国語学習の励行と指導サポートに
も力を入れ、海外でも実践的にコミュニケーションができるように、オンキャンパスでの学習活動
働きかけを強化する。
海外研修に参加した学生の報告会やアドバイスを通じて、後に続く学生の意識改革を促す。ま
た、海外からの短期留学生など海外からの訪問者と交流できる場をより多くもうけることによ
り、オンキャンパスで多くの学生に興味関心を持ってもらえるような環境作りを目指す。
地元の自治体の国際交流の部署との協働を深めることにより、地域在住の外国人や近隣の大学
（茨城大、筑波大など）の留学生との交流を行い、日本国内でも国際感覚を高めることができる
ように、さまざまなアクティビティを企画実施していく。【再掲】

③-3 今年度は、グローバルキャンプの実施にむけて海外の教育機関との連携に合わせ、第２ブロック
内の学生（日本人および留学生）への参加促しを行いながら企画・実施を進める。グローバルキャ
ンプ等の技術・文化・国際等多角的な国際交流プログラムを通じて、学生のグローバルマインドの
涵養とグローバルエンジニア育成をめざす。

④ 第２ブロック拠点校として、ブロック内の留学生の日本語スキル、理数系科目の取り組み状況な
どを、各校の日本語指導教員、国際交流部署の長、担任教員、および教務、寮務、総務と連携して
状況把握・サポート・指導に当たる。定期的なオンラインイベントや長期休み期間の対面型のアク
ティビティなどを通じて、学生の孤立や挫折の内容にひろいあげを行う。【再掲】



２．業務運営の効率化に関する事項

２．１  一般管理費等の効率化

Ⅰ．一般管理費等を抑制するため、業務を恒常的に点検して業務の合理化やアウトソーシングを
推進するとともに、効率的な執行を図り、経常経費の削減に努める。

２．３　契約の適正化

Ⅰ．競争性の確保を原則としつつ、調達合理化の取組及び調達に関するガバナンスの徹底を実
施する。

２．４　情報通信技術を活用した業務の効率化
認証システム（AXIOLE）とMicrosoft365のアカウントを連携させ、教職員の負荷軽減、業務
の効率化を行う。

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

３．１　戦略的な予算執行・適切な予算管理

校長のリーダーシップのもと、予算配分方針に基づき学内配分を実施し、戦略的かつ計画的な学
校運営を行う。例年通り、昨年度実績予算の半分を４月に配分することで、期末集中防止と効果
的な活用を進める。
また、学内資源の再配分を戦略的・重点的に行い、校長裁量経費の充実を図る。

３．２ 外部資金、寄附金その他自己収入の増加
Ⅰ．技術相談が共同研究につながり相談者が満足できるように、学内マッチングはもちろん、近
隣研究機関や他高専に照会をかける等の取組を行う。また他機関から照会された技術相談にも
積極的に対応する。また、企業連携組織が立ち上がった際に、技術相談を逃さない相談窓口を設
ける。
Ⅱ．新たにインターネット決済F-REGIを導入したため、その利便性を強調して寄附者等への訴
求を積極的に進めていく。

７．その他主務省令で定める業務運営に関する事項

７．１ 施設及び設備に関する計画

① Ⅰ．安全・安心な教育研究環境を確保しながら老朽化した建物等の更新を図り、建築物の定期調
査を実施する。
Ⅱ．設備管理の効率化の観点から、７号館玄関に入退管理設備を設置する。夜間や休日等の入退
室の記録を取得しセキュリティの向上を図る。
Ⅲ．合宿施設の非構造部材の耐震化を推進し、防災機能強化を図る。
Ⅳ． 安全衛生の点検管理を行い、実験室等の環境整備、校内の安全を確保する。
Ⅴ． ７号館に女子トイレを新設するほか、トイレ洋式化の環境整備を進める。

② Ⅰ．新入生及び教職員の新規採用者を対象に「実験実習安全必携」を配付する。

③ Ⅰ．ジェンダー平等を目指すキャンパス環境形成の一環として、「男子更衣室」の設置を行う。
Ⅱ．魅力のあるキャンパス環境の形成のため、学生からの要望を把握して環境整備を進める。

７．２ 人事に関する計画

① 寮の教員宿直業務の一部及び図書館業務について、引き続き外部委託を実施し、業務効率化を
図る。

② 教員体制整備計画に基づき、教員人員配置を戦略的配置を含めて検討していく。

③ 教員体制整備計画に基づき、助教等の若手教員の採用を計画的に検討していく。

④-1 コミュニケーション能力が高く、社会性豊かで優れた教員を確保するため、採用面接等の評価に
工夫を行う。また、専門科目担当教員の応募資格を博士の学位を有するものを原則として公募
を行う。【再掲】

④-2 クロスアポイントメント制度の案内を行い積極的な導入を推進する。【再掲】



④-3 出産・育児・介護の支援制度や同居支援プログラム、女性研究者支援プログラムについて周知徹
底を図り、制度の利用を促進する。【再掲】

④-4 教員公募をする際に、外国人を日本人と区別なく採用できるように公募書類を工夫する。【再掲】

④-5 男女共同参画及びダイバーシティ関係の研修会等の案内の周知を行い、積極的な参加を促す。

⑤ 教職員の他機関との交流を推進していく。また、外部で開催する各種研修会へ積極的に参加し、
スキルアップの一助とする。

（２）人員に関する指標

適切な人員配置に取り組むとともにMicrosoft365等を活用した事務の効率化・省力化を図
る。

７．３ 情報システムの適切な整備・管理及び情報セキュリティについて

① Ⅰ．認証システム（AXIOLE）とMicrosoft365のアカウントを連携させ、情報システムの最適
化に取り組む。
Ⅱ．Windows等各種ソフトウェアのセキュリティサポート期限切れに伴う対応を行う。

② 機構本部主催の情報担当者研修会等へ参加し、人材の育成とその確保に努める。

③ 情報セキュリティ監査の結果を踏まえ、指摘事項に対して必要な対策を講じる。

④ 教職員に対してセキュリティe-Learing、セキュリティトップセミナー、インシデント対応訓練等を
実施し、情報セキュリティに対する更なる意識向上を図る。

⑤ 高専機構が推進、実施する情報セキュリティ対策等について理解を深めるとともに、その着実な
実施に努める。

⑥ 高専機構CSIRTから提供されるインシデント内容及びインシデント対応の情報共有を行うととも
に、初期対応徹底のために「すぐやる３箇条」の周知を継続して行い、情報セキュリティインシデン
トの予防及び被害拡大を防ぐための啓発を実施する。

７．４ 内部統制の充実・強化

① 国立高専機構校長・事務部長会議等に出席し、国立高専機構全体の課題及び方針を学内で共有
した上で、学校運営の強化を図っていく。

②-1 理事長と校長の面談に基づく本校の課題等について、学内で共有の上、課題の解決を行ってい
く。

②-2 法人本部が作成した、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンスに関するセルフチェック
リストを活用し、教職員のコンプライアンスの向上を図る。

②-3 法人本部と連絡を密にし、リスクへの対応を迅速に行っていく。

③ 高専相互会計内部監査を引き続き実施し、監査体制の充実を図る。なお、監査により発見した課
題については情報を共有し、速やかに対応を行う。

④ 教職員に対し、会議や研修等の場において公的研究費等に関する不正使用について注意喚起
し、不適正経理の防止に努める。

⑤ 国立高専機構の中期計画及び年度計画を踏まえて、個別の年度計画を定める。


